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衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
「
被
爆
体
験
者
」
に
対
す
る
被
爆
者
援
護
法
適
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
一
条
第
三
号
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
「
被
爆
者
援
護
法
第
一
条
第
三
号
に
係
る
審
査
の
指
針
」
（
平
成
二
十
二
年

二
月
二
十
三
日
付
け
厚
生
労
働
省
健
康
局
総
務
課
原
子
爆
弾
被
爆
者
援
護
対
策
室
事
務
連
絡
）
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
と

ば
く

こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
「
放
射
能
の
影
響
」
に
つ
い
て
は
、
被
曝
の
態
様
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
被
爆
者
健

康
手
帳
の
申
請
者
個
々
の
被
爆
の
状
況
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
判
断
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
政
令
で
定
め
る
こ
れ
ら
に
隣
接
す
る
区
域
」
に
つ
い
て
は
、
日
本
学
術
会
議
が
編
集
し
た
「
原
子
爆
弾
災
害

調
査
報
告
集
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
実
地
調
査
も
含
め
た
様
々
な
調
査
報
告
等
の
科
学
的
知
見
に
基
づ
き
、
行
政
区
画
の
範

囲
も
考
慮
に
入
れ
て
指
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
原
子
雲
が
経
時
的
、
空
間
的
に
存
在
し
た
地
域
は
、
放
射
性
降
下
物

一



の
落
下
し
た
確
率
が
高
い
と
考
え
ら
れ
、
平
成
六
年
に
当
時
の
厚
生
省
の
検
討
班
が
取
り
ま
と
め
た
「
「
長
崎
原
爆
残
留
放

射
能
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
調
査
報
告
書
」
検
討
報
告
書
」
に
お
い
て
は
、
土
壌
に
残
留
す
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
に
関
す
る
調
査
を
検

証
し
た
結
果
、
法
第
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
区
域
を
除
く
長
崎
の
爆
心
地
か
ら
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
区
域
に
お
い
て
は
、

長
崎
に
投
下
さ
れ
た
原
子
爆
弾
の
放
射
性
降
下
物
の
残
留
放
射
能
に
よ
る
健
康
へ
の
影
響
は
な
い
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

法
の
救
済
の
対
象
と
な
る
被
爆
者
に
つ
い
て
は
、
法
第
一
条
各
号
に
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
当
該
各
号
の
事
実
関

係
に
つ
い
て
は
、
被
爆
者
健
康
手
帳
を
申
請
し
た
者
に
お
い
て
立
証
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

法
第
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
区
域
の
拡
大
に
は
、
原
子
爆
弾
の
放
射
線
に
よ
る
健
康
へ
の
影
響
に
つ
い
て
の
科
学
的
・

合
理
的
な
根
拠
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

現
在
得
ら
れ
て
い
る
科
学
的
知
見
で
は
、
法
第
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
区
域
以
外
の
区
域
に
お
い
て
、
原
子
爆
弾
の
放

射
線
に
よ
る
健
康
へ
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
国
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
よ
う
な
政
令
の

二



改
正
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

三


